
高等学校「社会と情報」実習プリント⑪ 

知的財産権を考えよう！ 

＜ねらい＞ 

１． 著作権をはじめとする知的財産権について理解しよう 

２． これらを侵害しない情報発信について考えよう 

 

１．知的財産権とは 

 

（        ）＝知的な創作活動によって何かを作り出した人に与えられる 

   産業財産権 ＝企業の知的財産） 

・特許権（対発明）、実用新案権（アイデア）、意匠権（形状）、商標権（マーク） 

  （     ）＝作品の作者が持つ権利 

   ・著作者人格権（著作者保護）、複製権（無断で複製されない） 

 

◇知的財産権侵害の例を調べてみよう 

 

 

 

２．著作権とは   

 著作権 ＝（                        ）  

  

 ・ポイント＝（                        ） 

       （                        ） 

       （                        ） 

 

◇著作権侵害の例を調べてみよう 

 

 

 

３．今回の作品をWebページで公開するには 

◇作業：自分の作品（Webページまたは CM作品）を公開するにはどういう手続きが必要？ 

 作者（著作権者） 許諾必要？ 許諾の方法 

作品  

 

  

画像  

 

  

文章  

 

  

音楽  

 

  

 

◇調査：音楽を利用するにはいくらかかるだろう？（参考 JASRACのページ） 

何する場合？ 利用料（1曲あたり） 

 

 

 

 

 

 

４．著作権の例外（次の場合は著作権者の許諾なしで利用できます） 

 

例外が認められる内容 具体例 

私的利用のための複製  

 

引用 ・レポートを書くために本の文章を使って説明した 

 

教育機関での利用  

 

※死後 50年（映画は 70年）を超えた著作物も許諾なしで利用できる（著作権の有効期間） 

 

 

５．著作権を侵害したら・・・ 

 

◎刑事罰（著作権法）＋損害賠償 

「著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または 1000万円以下の罰金」 

 「違法にアップロードされた動画・音楽と知ってダウンロードした場合、 

  2年以下の懲役または 200万円以下の罰金」（2012年 10月～） 

 

 

６．感想（今日学んで知ったこと、思い出したこと、考えたことを書きましょう）  
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